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はじめに

医療被曝は，患者が自分の診療のために受ける放射線

の被曝（放射線を曝露されるので被曝と書く。被爆は原

爆などの爆発被害時に使う）である。放射線診療業務に

従事する職員が受ける被曝（職業被曝）や一般の市民が

受ける被曝（公衆被曝）には線量限度があるが，医療被

曝には線量限度が設定されていない。なぜ医療被曝には

線量限度がないのかというと，�放射線被曝をした人に，

はっきりとした利益がある，�医師は，放射線防護・管

理について十分な知識を持っている，�医師は，被曝線

量を少なくすることに絶えず努力しているという概念に

基づいている１）。

最近血管造影装置などの診断用 X 線装置を用いて治

療を行う手技が発達し広く利用されている。手技の困難

さにより，あるいは治療手技に夢中になるあまり，つい

長時間のX線透視となる場合がある。長時間X線透視に

より患者の皮膚に潰瘍などの放射線皮膚障害発生の報告

が相次いでいる。

本稿では医療被曝の現状について臨床現場の経験を元

に報告する。

１．長時間X線透視検査による放射線皮膚障害

心臓カテーテル検査などの長時間透視を伴う X 線検

査手技で患者の皮膚に潰瘍などの放射線障害が発生する

ことが１９９４年９月３０日に米国食品医薬品局（Food and

DrugAdministration，FDA）から「Avoidance of SeriousX-

Ray-Induced Skin Injuries toPatientsDuringFluoroscopically-

Guided Procedures」として発表された２）。FDA の Shope

によれば，１９９２年から長時間 X 線透視による放射線皮

膚障害例が FDA に報告されるようになった（表１）３）。

その中で，４０歳男性に心臓カテーテル検査を行い皮膚に

潰瘍を生じた例の報告がある。推定被曝線量は２０Gy 以

上と考えられている（図１）４）。

これを受けて日本医学放射線学会放射線防護委員会は，

表１ 米国 FDA 放射線皮膚障害報告例（１９９２年１月～１９９５年１０
月，FDA 受付例）

放射線皮膚障害報告例（１９９２年１月～１９９５年１０月，FDA受付例）

手技 症例数

高周波カテーテルアブレーション（心筋焼灼術）
化学療法のためのカテーテル留置
経頚静脈的肝内門脈肝静脈シャント形成術（TIPS）
経皮的冠動脈形成術（PTCA）
腎動脈形成術
多種類肝胆道系手技（血管形成術，ステント留置など）
経皮胆管造影と多部位経動脈的塞栓療法（TAE）
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*Shope TB : Radiation-induced skin injuries from fluoroscopy．
Radiographics．１９９６Sep；１６（５）：１１９５‐９．

図１ １９９４年に FDA から報告された心臓カテーテル検査による
放射線皮膚障害例
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わが国においても潰瘍形成に至った例，およびかなりの

数に脱毛例があることを指摘し，実態をできるだけ多く

の医療関係者が認識することが重要であり，さらに可能

なかぎり被曝線量の低減策をとる必要があると判断し，

１９９５年に「IVRに伴う患者および術者の被曝に関する警

告」を出している５）。

しかし，この警告にもかかわらず日本では，１９９８年に

なって皮膚科の雑誌に長時間の透視による放射線皮膚障

害について症例報告がでるまではほとんど関心がもたれ

なかった。その後皮膚科関係の雑誌を中心に数多くの症

例報告がみられるようになっている（図２）６‐１０）。これら

の症例には次のような特徴が認められる。

�男性高年齢者に多い。

�検査部位は心臓がほとんどである。最近は肝臓も報告

されている。

�皮膚障害部位は，右側背部あるいは腋窩主体に認めら

れる。稀な部位として右上腕も報告されている１１）。

�初診診断名では，固定薬疹，褥瘡，テープかぶれなど

が多い。

�皮膚病変が発現した後も放射線皮膚障害の診断がつか

ないまま透視が繰り返されている症例が多くみられる。

�検査から皮膚病変発現までには１～２ヵ月の潜伏期を

持つものが多い。

�被曝線量の記載がないものも多く，実測被曝線量と皮

膚障害の程度との間に相関がとれていない印象を受ける

ものもある。

�皮膚潰瘍例は約半数に認められ，多くの潰瘍は難治性

であった。

上記症例における潰瘍は良性であったが，２００４年，７３

歳男性の潰瘍部に悪性腫瘍が発生した例が報告された１２）。

この症例は１４年間にわたり心臓カテーテル治療を受け，

計１３回の PTCA 歴，計１２回の CAG 施行歴がある。初

回の PTCA より１１年後に右肩甲骨部に放射線皮膚潰瘍

を形成し，その６年後に同部位より悪性線維性組織球腫

が発生した。表２は各種放射線皮膚障害の閾値と発症時

期の関係である。

これらを受けて２０００年には ICRP（International Com-

mission on Radiological Protection 国際放射線防護委

員会）からPublication８５Avoidance of Radiation Injuries

from Medical Interventional Procedures が発表された

（図３）。日本語訳は日本アイソト－プ協会から発刊さ

れている。

図２ １９９８年から本邦皮膚科関連雑誌に報告された心臓カテーテ
ル検査による放射線皮膚障害例（参考文献６‐１０より抜粋）

図３ ICRP Publication８５（２０００）Avoidance of Radiation Injuries
from Medical Interventional Procedures

表２ 各種放射線皮膚障害の閾値と発症時期

放射線障害 閾値（Gy） 発症時期

［皮膚］

早期一過性紅斑 ２ ２‐２４時間後

皮膚紅斑反応 ６ 約１．５週後

一時的脱毛 ３ 約３週後

永久脱毛 ７ 約３週後

乾性皮膚上皮剥離 １４ 約４週後

湿性皮膚上皮剥離 １８ 約４週後

二次性潰瘍形成 ２４ ６週以降

遅発性紅斑 １５ ８‐１０週後

虚血性皮膚壊死 １８ １０週以降

皮膚萎縮（初期） １０ ５２週以降

毛細血管拡張 １０ ５２週以降

皮膚壊死（遅延性） ＞１２ ５２週以降

皮膚癌 ？ １５年以降

［眼］

白内障 ＞５ ５年以降

医療被曝の現状 １５９



下記のようなことを守ることが大切である。

�放射線障害リスクについて事前に患者によく説明する。

�検査のプロトコールを定め，線量の推定が可能なよう

にする。

�最大累積皮膚線量が３Gy以上（繰り返す可能性がある

場合は１Gy 以上）と推測される場合は，記録を残す。

これら以上の被曝があると推測される場合には，１０日～

１４日後に経過を観察する。

�患者の主治医に放射線障害の可能性を知らせる。

�明らかに放射線障害を惹起する線量の場合には患者に

説明する。

�繰り返し検査を受ける患者を把握するシステムを構築

する。

これらのためには患者被曝皮膚線量の測定が重要にな

る。

２．血管撮影領域における患者被曝皮膚線量の測定法

患者被曝皮膚線量の正確な測定が重要であるが，至適

方法は未だ定まっていない。IVR手技のように照射部位

が多彩で，管球－皮膚間距離が不定な手技では推計によ

る方法の誤差は大きい。また積算皮膚線量計 Skin Dose

Monitor（SDM）を使用して直接測定する方法もあるが，

IVR 手技では，照射範囲が定まっていないため正確な測

定は困難である。患者の皮膚照射部位を確定するため，

放射線治療位置合わせ用低感度 X 線フィルムを使用す

る方法が報告されているが，IVR 手技の被曝線量を測

定するには感度が高く０．７Gy 以上の線量測定ができない

ので，放射線皮膚障害が起こる数 Gy 程度以上の線量測

定には向いていない。

われわれは０．５Gy～１０Gy 位以上の範囲の線量に反応

する反射型フィルムについて皮膚入射表面線量測定への

応用の可能性を検討した（図４）１３，１４）。このフィルムはX線

照射後直ちに発色し現像処理の必要がなく，かつ明室で

の取り扱いも可能なため，簡便に線量測定に使用できる

ものと思われ，有用性が高いと思われた。エネルギー依

存性も少なく，方向依存性もフィルム真横方向以外では

ほとんど認められなかった（図５）。

この反射型フィルムはX線管球と患者の間に敷いて使

用する。この反射型フィルムを用いて頭部動静脈瘻

（AVM）の血管内手術での測定例を図６に示す。最大

の照射領域では２．５５Gy ほどにもなることがわかる。面

積線量計，SDM，低感度 X 線フィルムなどとの比較実

験を行った。その方法を図７に示す。その結果，面積線

量計，SDM は不安定であるのに対して，フィルム法は

いずれも安定した結果が得られた。その中でも自動現像

機を使用する必要がなく，１０Gy くらいまでの線量の測

定が可能なこの反射型フィルムの優位性が明らかとなっ

図４ X 線照射による反射型フィルムの入射線量に対する濃度変
化。１０Gy くらいまでは問題なく測定できる。

図６ 反射型フィルムを用いた皮膚線量の測定例

図５ 反射型フィルムの特徴
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た（図８）。唯一の問題は，価格が X 線フィルムに比較

して高価な点である。

２）CT検査における医療被曝

日本では診断用 X 線によってがんが３．２％（年間７５８７

件）増える可能性があるという論文１５）がメディアでも報

道されて注目を集めた。この論文に対して日本医学放射

線学会では，次のようなコメントを発表している１６）。こ

の論文では，X 線診断は大きな利益をもたらすこと，診

断による被曝量は通常少なく，個別の発がんのリスクは

きわめて小さいことが最初に記されているが，診断用 X

線の被曝によって，９種のがん（食道，胃，結腸，肝臓，

肺，甲状腺，乳房，膀胱，白血病）など放射線で誘発さ

れ得るすべてのがんが７５歳までの期間に発生する確率を，

英国と先進１４か国について推定している。この論文の根

拠は，公表されているX線診断の頻度，線量データ等を

用い，英国の年齢別データ等に当てはめて計算した集団

実効線量から，発がんのリスクを，放射線防護体系にお

いて採用されている直線しきい値なし仮説に基づいて推

定したものである。しかしながら，X 線診断のように，

１０～５０mSv 以下の低線量被曝による発がんの可能性，お

よび発がん率の推定法には，いまだ定説がない。すなわち，

あくまでも仮説に基づく推定であり，実際の放射線発が

んのデータに基づいた論文ではないし，X 線診断や CT

などの低線量被曝により発がんが実際に増加したという

実データはない。この論文が指摘した重要な点は，日本

の X 線検査数が世界でも飛び抜けて多いこと，日本の

CT 台数は，人口あたりの比較で他の１４か国の平均の３．７

倍も多いことである。CT 装置の普及率が高いこと，お

よび健康保険制度による医療機関受診の容易さが検査数

の増加をもたらしているのは事実であり，それだけに利

益を受ける人々の数も多いと考えられるが，やはり証拠

はないとしても安全のため不必要な検査の増加は避けな

ければならない。個々の X 線検査のリスクはきわめて

小さいが，検査を依頼する医師を含め，放射線診断に関

わるすべての医師および医療従事者は，放射線が発がん

のリスクを増やす可能性があることを正しく認識し，撮

影の条件，範囲，回数などに留意し，可能な限り線量低

減に努力すること，そして X 線検査を受ける個人に，よ

り大きな利益がもたらされるよう，適切な診療を行うこ

とが必要である。これは特に小児や若年者の検査におい

て重要である。

日本医学放射線学会，日本放射線技術学会，小児放射

線学会では，２００５年２月２１日付けで小児 CT ガイドライ

ン－被曝低減のために－を発表している１７）。それを要約

すれば，�小児は放射線に対する感受性が成人の数倍高

い，�小児は体格が小さいため，成人と同様の撮影条件

では，臓器あたりの被曝量は２倍から５倍になる，�CT

検査に当たっては，適応を厳密に検討し，小児のための

撮影プロトコールを適用する。また，CT 装置の品質管

理に努める，�医師は検査の必要性を患児，家族に十分

説明する，になる。

しかし，一方，過剰な心配は重大な問題を引き起こす

ので注意しなければならない。特に最近日本医学放射線

学会への質問で多いのは，妊娠に気が付かずX線検査や

CT 検査を受けた女性から，胎児への影響を心配した，

妊娠継続の可否に関しての問い合わせである。胎児の奇

図７ 面積線量計，SDM，各種フィルムの患者皮膚被曝線量比較
測定の方法

図８ 面積線量計，SDM，各種フィルムの患者皮膚被曝線量比較
測定結果
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形に関してはしきい値があり，１００mSv 以上でなければ

奇形は起こらないことが知られている。いくら骨盤部を

含むとしても，一度くらいのX線検査やCTで胎児に奇

形が起こることはないというのが現在では世界中のコン

センサスであり，妊娠の継続は問題ないので，無用な心

配を母親に与える言動は慎まなければならない。

CT 検査における医療被曝の問題は，利益とリスクの

バランスをとりながら検討を継続すべき大きな課題であ

る。

おわりに

放射線診断機器を利用したIVRや心疾患治療などの発

達により長時間の被曝を患者が受けるようになった。思

いもかけない大線量医療被曝が起こりうる。放射線皮膚

潰瘍ができても命を救う必要がある場合もあるが，でき

るだけ技術を磨き線量の軽減をはかるとともに，正確な

線量を把握し，十分に患者の了解を得ることが重要であ

る。
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Current topics on radiation exposure to patients (medical exposure)
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SUMMARY

Interventional radiology（fluoroscopically-guided）techniques are being used by an increasing

number of clinicians not adequately trained in radiation safety or radiobiology. In 1994, Food and

Drug Administration of the United States first gave warning to the risk of serious X-ray-induced

skin injuries including intractable ulcers among patients who received fluoroscopically-guided

procedures. The Japan Radiological Society reacted promptly, and gave a warning in 1995, and

the first report on radiation skin injury during prolonged fluoroscopy in Japan appeared in 1998 on

a dermatological journal. Since then many cases have been reported on dermatological journals.

Radiation skin injuries occurred mainly during cardiac studies, but cases of abdominal studies also

have been reported. Recently there was a case report of skin malignancy in a long standing radia-

tion induced ulcer. The international commission on radiation protection published“Publication

85 Avoidance of Radiation Injuries from Medical Interventional Procedures”in 2000. This document

can be summarized in the following three major points : 1）The risk of radiation injury should be

explained to the patient prior to IVR（informed consent. 2）Protocols should be prepared to define

the number of images to be taken and the fluoroscopy time for each procedure of IVR so that

standard radiation doses can be calculated. 3）If the cumulative absorbed dose to the patient’s

skin exceeds 3 Gy（1 Gy for procedures likely to be repeated）, the site and dose of radiation given

should be recorded in the patient’s record. If the dose is more than 3 Gy, the patient should be

followed up 10 to 14 days after the procedure.

It is very important to measure the cumulative absorbed dose of the skin, but very difficult.

We developed a very reliable system for the measurement using a self-developing reflecting-type

sheet film and reported their usefulness.

CT examinations also have been increasing dramatically in Japan. There was a report of esti-

mation of possible risk of cancer after CT examination based on a hypothesis. Although there has

been no evidence of real risk of low dose radiation exposure such as CT reported, we should try to

use CT appropriately. Especially we must try to reduce CT dose to children or young adults, be-

cause they are more sensitive to radiation and live longer than adults.

Key words : radiation risk, medical radiation exposure, X-ray-induced skin injury, IVR, CT
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